
鳥インフルエンザの情報を掲載した農林水産省ウェブサイト：
http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/index.html
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渡り鳥が飛来する季節が近づいてきました！今年も昨年
規模の鳥インフルエンザ大流行が懸念されます！
いま一度、飼養衛生管理基準の遵守とともに、特に野鳥・
野生小動物対策と家きん舎・農場の消毒を心がけて下さい！

中・大規模の家きん農家さんに対しては、例年どおり
飼養衛生管理基準の遵守状況を確認するため、農場立入
検査ご協力をお願いします。

今年も鳥インフルエンザの
シーズンがやってきます！

家きんの自己点検をおねがいします！（裏面参照）

家きんの自己点検については裏面へ



10月から家きんの自己点検が始まります！
家きん飼養者（1羽以上）の方は令和7年10月から令和8年5月まで毎月1回

各月1日に、飼養衛生管理基準の遵守状況（下記7項目）について自己点検をお
願いします。昨年はシーズン当初に立入検査や電話等にて確認しておりました
が、今シーズンより毎月1回飼養者さまによる報告が必要となります。

点検結果は電子申請が可能です。もしくはメール・FAX・電話にて当所まで
ご連絡をお願いします。

衛生管理区域に病原体を持ち込まない！
はい/いいえ①手指の洗浄・消毒をしていますか？
はい/いいえ②専用の衣服や靴の確実な着用はできていますか？
該当しない/はい/いいえ③車両の消毒をしていますか？

家きん舎に病原体を持ち込まない！
はい/いいえ④手指の洗浄・消毒をしていますか？
はい/いいえ⑤専用の衣服や靴の確実な着用はできていますか？

野生動物を近づけない！侵入させない！
はい/いいえ⑥家きん舎のみでなく堆肥舎等にも防鳥ネットを設置して

いますか？また破損箇所や開口部の隙間は速やかに補修し
ていますか？

はい/いいえ⑦ネズミや害虫の駆除は定期的にしていますか？

電子申請には農林水産省共通申請サービス（eMAFF）でのIDの
取得、経営体IDおよび農場ID（当所より別途通知）が必要です。

今後は令和8年2月の定期報告（全家畜の所有者）等についても
電子申請が可能です。この機会にeMAFFの利用をお願いします！

電子申請には本人確認によるeMAFF ID（ｇBizIDプライム）の

取得が必要です。
下記URLもしくはQRコードより手続きをお願いします。

農林水産省共通支援サービス
➤https://e.maff.go.jp/

家畜衛生ポータル（スマホ・タブレット向けアプリ）
➤https://www.rearing-hygiene.maff.go.jp/login

電子申請については⻄部家畜保健衛生所（保健指導課 大間）まで
お気軽にお問い合わせください。

家きんに異状をみつけた場合には直ちに山梨県西部家畜保健衛生所までご連絡をおねがいします。
電話・・・0551-22-0771     FAX・・・0551-22-6728
夜間、土日・休日の連絡は・・・090-5564-1018
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こちらの方が
入力が簡単です！



家きん自己点検 報告用紙
（電子申請以外で報告の際はこちらを毎月コピーしてご利用ください。）

農場名：
飼養者名：
報告年月日： 年 月 １日

衛生管理区域に病原体を持ち込まない！
はい/いいえ①手指の洗浄・消毒をしていますか？
はい/いいえ②専用の衣服や靴の確実な着用はできています

か？
該当しない/はい/いいえ③車両の消毒をしていますか？

家きん舎に病原体を持ち込まない！
はい/いいえ④手指の洗浄・消毒をしていますか？

はい/いいえ⑤専用の靴の確実な着用はできていますか？

野生動物を近づけない！侵入させない！
はい/いいえ⑥家きん舎のみでなく堆肥舎等にも防鳥ネットを

設置していますか？また破損箇所や開口部の隙間
は速やかに補修していますか？

はい/いいえ⑦ネズミや害虫の駆除は定期的にしていますか？


